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【免責とお断り・注意事項】本通信及び弊社ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞの記載事項は、株主・投資家の皆様、お客様等に対し、迅速な
情報公開・提供を目的とし、　投資勧誘を目的としているものではありません。掲載内容には細心の注意を払っておりますが、

掲載された内容に基づいて被った損害については、当社は一切の責任を負いかねます。また、それらの情報には、証券取

引法第166条に定められた重要事実に当たる情報が含まれている可能性があります。重要事実を含む決算情報をご覧に

なられた方が、その重要事実が証券取引法施行令第30条の規程に従い公開された後、12時間以内に弊社の株式など

の売買などを行なった場合、いわゆるｲﾝｻｲﾀﾞ-取引規制違反として証券取引法に抵触する場合もあります。ご注意下さい。
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１．1単元の株式数の変更に関するお知らせ

「１単元の株式数の変更に関するお知らせ」・「第１四半期財務・業績の概況」について

2.　第１四半期財務・業績の概況

1単元の株式数変更後のメリット
　　・投資家の皆様に対して投資しやすい環境整備
　　・将来にわたる株主価値の増大　
　等があります。
9月9日(金)、10日(土)に開催されます「ノムラ資産管理フェア」にて詳細をご案内いたします
ので宜しくお願い致します。

平成１５年４月～平成１６年３月

四半期業績の概況は、

「売上高」のみ開示。

平成１６年４月より

四半期財務・業績の概況

・(要約)貸借対照表

・(要約)損益計算書

・(要約)キャッシュ・フロー計算書

等の開示が義務化。

現在の

1単元の株式数

1,000株

7月19日当社取締役会

「9月1日をもって1単元の

株式数を1,000株から

100株に変更」を決議

9月1日以降の

1単元の株式数

100株

平成15年4月から
上場企業において
「四半期業績の概況」
の開示が義務化。

第1四半期実績比較(平成18年3月期、平成17年3月期
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売上高 営業利益 経常利益 四半期純利益

平成17年3月期第1四半期 平成18年3月期第1四半期

売上高

対前年比約108百万円増

経常利益

対前年比約64百万円増

営業利益

対前年比約55百万円増

四半期純利益

対前年比約65百万円増


